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（ア）二酸化硫黄  

大気中の二酸化硫黄は、主として石油や石炭に含まれる硫黄分の燃焼に伴い排出されたものです。

国内の発生源は工場における重油燃焼によるものがほとんどですが、最近は大陸から偏西風にのって

運ばれてくるものも増えています。高濃度では呼吸器に影響を及ぼすほか､森林や湖沼などに影響を与

える酸性雨の原因物質になるといわれています。令和 2 年度の東越谷測定局の測定結果は、環境基準

を達成していました。 

※1「日平均値の２％除外値」･･･値の高い方から数えて２％分の日数を除外した残りの日平均値の中で最高となった日平均値 

（イ）二酸化窒素  

二酸化窒素は、主に物の燃焼により発生した一酸化窒素が大気中で酸化されたものです。主な発生

源は工場･事業場のほか自動車からも多く排出されます。高濃度では呼吸器に影響を及ぼすほか､酸性

雨及び光化学オキシダントの原因物質になるといわれています。令和 2 年度の測定結果は、環境基準

を達成していました。 

※2「日平均値の年間９８％値」･･･値の低い方から数えて９８％目の日数の番号に該当する日平均値

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2  年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

東越谷 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003  東越谷 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2  年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

東越谷 0.038 0.033 0.035 0.034 0.037 0.036 0.029 0.032  東越谷 0.016 0.015 0.016 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 

千間台西 － － － 0.033 0.035 0.034 0.029 0.031  千台間西 － － － 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 
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（イ）工場・事業場排水対策 

工場・事業場については、水質汚濁防止法や埼玉県生活環境保全条例で排出水が規制されており、市

では、これらの規制対象となる工場・事業場に立入検査を行い、排水や排水処理施設の維持管理状況な

どを検査しています。検査の結果、排水基準を超過した工場・事業場に対しては行政措置を行い、排水

基準の遵守徹底を図っています。 

令和２年度の立入検査結果では、排水検査を行った 107 検体のうち 23 検体が排水基準を超過し、超

過率は 21％となりました。これらの事業場に対しては、注意等を行うとともに、継続的に監視を行い

ます。

特定事業場・指定排水工場等数（令和 2年度） 

 届出数 規制対象数 

水質汚濁 

防止法 
県条例 合 計 

水質汚濁 

防止法 
県条例 合 計 

越谷市 ※327 8 335 81 7 88 

埼玉県 8,518 170 8,688 2,853 169 3,022 

※この内、総量規制対象事業場数：20 事業場

排水基準超過に対する行政措置件数（令和 2年度） 

立入検査 

件数 

排水検査 

件数 

排水基準 

超過件数 

行政措置件数 

一時停止命令 改善命令 改善勧告 注意等 

越谷市 107 107 23 0 0 0 23 

埼玉県 2,027 1,165 144 0 1 28 114 

（ウ）広域的な河川浄化対策  

①綾瀬川水環境連絡会（旧綾瀬川浄化対策協議会） 

国土交通省直轄一級河川の中で水質ワースト１という綾瀬川をよみがえらせるために、綾瀬川中・

下流に位置する自治体にて、昭和 51 年 4 月に綾瀬川浄化対策協議会を発足し、水質・水生生物調査や

啓発活動、情報交換会などの水質改善に努めてまいりました。近年、公共下水道の整備や水質規制の強

化、流域住民による清掃活動など取り組みの結果、綾瀬川の水質が改善されたことを受け、平成 29 年

度に解散しましたが、平成 30 年度より、新たに綾瀬川水環境連絡会を発足し、綾瀬川の水環境の維持、

改善に寄与することを目的とした意見交換等を行っています。 

②綾瀬川クリーン大作戦 

毎年 10 月を「綾瀬川をきれいにする強化月間」および 10 月第 4 日曜日を「綾瀬川の日」と設定し、

流域住民の活動を中心とした取り組みを、国や埼玉県と協力しながら推進しております。 

越谷市では、「綾瀬川をきれいにする強化月間」に、流域の自治会にご協力をいただき、綾瀬川クリ

ーン大作戦を実施しております。令和 2年度は、10 月 4 日、18 日、25 日に佐藤橋から蒲生大橋までの

区間の清掃活動を 485 名の市民の皆さんの参加で行いました。 

③綾瀬川・中川水質改善流域協議会 

綾瀬川・中川の国土交通省直轄管理区間における全国水質ワースト 5 河川脱却を目指し、埼玉県と

流域の 24 市町で、浄化対策の総合的な施策に取り組んでいます。

④綾瀬川・中川再生流域会議 

埼玉県と流域自治体、綾瀬川・中川流域で活動している「川の国応援団」の代表者などが一堂に会

し、共助による綾瀬川・中川の再生を進めるための方策について話し合い、取り組んでいます。 
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